
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

〇

〇

（号 外）
独立行政法人国立印刷局

目

次

令和年月日 水曜日 (号外特第号)官 報

〔
告

示
〕

〇
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二

百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施

す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
公
告
国

際
テ
ロ
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す
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対
象
と
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タ

リ
バ
ー
ン
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
外
務
一
〇
六
）






		2020-03-31T20:23:57+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




